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丸文通商株式会社 えるぼし認定（２段階目）取得！！ 

～ 女性活躍推進法に基づく女性活躍推進企業を認定 ～ 

 

石川労働局（局長 松竹泰男）は、平成 30 年 9 月 25 日付で丸文通商株式会社を

女性活躍推進法に基づくえるぼし認定企業（２段階目）として認定しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
《添付資料》 

別添１  えるぼし認定基準達成状況≪丸文通商株式会社≫ 

別添２  「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう！ 

参考   女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」届出状況および認定状況 

 

石川労働局 Press Release 

【照会先】 
石川労働局雇用環境・均等室 
室  長  入船 郁子 
室長補佐  坂本 多恵 

電話 076(265)4429 

厚生労働省 

○ 認定通知書交付式について                            
   

 日  時  平成３０年１０月２５日（木） １０:００～  

 場  所  石川労働局 局長室（金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎 6階） 

 認定企業  丸文通商 株式会社（金沢市） 

       業種：医用機器・理化学機器卸売業  

労働者数：259 名（男性 190 名・女性 69 名） 

 

※ 女性活躍推進法認定マーク「えるぼし（２段階目）」の付与（別添１、２） 
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、届出を行った

事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等

が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生

労働大臣（労働局長へ委任）の認定を受けられます。 

 認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マー

ク（えるぼしマーク）を商品や広告などに付すことができ、

女性活躍推進事業主であることをＰＲできます。 

 なお、えるぼしマークは認定基準の達成状況により１～

３段階に分かれており、今回は４つの基準を満たしたため、

２段階目の認定を付与することとなりました。 

（別添２のＰ２参照）。                  

女活法認定マーク 

「えるぼし」（２段階目） 

石 川 労 働 局 発 表  
平成３０年１０月２２日(月) 



評価項目・認定基準 達成状況

【１ 採用】

男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が
同程度（※）であること
※『直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍
率」』×０.８が、
『直近３事業年度の平均した「採用における男性の競争倍
率」』よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと

【達成！】

平成27～29年度実績（競争倍率）

　（総合職）　女性　24.00倍　　男性　26.09倍
　（一般職）　女性のみ採用のため算出できず
　　※総合職のみで基準到達の可否を判断する。

【２ 継続就業】

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継
続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.７以上である
こと
又は
②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女
性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の同割合」が雇用
管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること

【未達】

①平均勤続年数
（総合職）　女性　14.00年（Ａ）　男性　14.03年（Ｂ）
　　　　　　　(A)／(B)=1.00
（一般職）　女性しかいないため算出できない。

②9～11事業年度前の採用者の継続雇用割合
（総合職）（一般職）それぞれ、男性又は女性の採用
がないため、算出できない。

【３ 労働時間等の働き方】

雇用管理区分ごとの労働者の、法定時間外労働及び法定休
日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各
月ごとに全て４５時間未満であること（※）

※｢各月の対象労働者の(法定時間外労働＋法定休日労働)
の総時間数の合計」÷｢対象労働者数｣ ＜ 45 時間であるこ
と。

【達成！】

平成29年度実績（法定時間外労働等）
　いずれの雇用管理区分においても各月とも45時間
未満

【４ 管理職比率】

①管理職に占める女性労働者の割合が、別に定める産業ご
との平均値以上であること
又は
②『直近３事業年度の、平均した「課長級より１つ下位の職階
にある女性労働者のうち、課長級に昇進した女性労働者の
割合」』÷『男性労働者の同割合」』が0.８以上であること

【達成！（①）】

管理職に占める女性の割合
　（産業平均値　5.6％以上であること）
　
　割合　10.0％

【５ 多様なキャリアコース】

直近の３事業年度のうち､以下について大企業は２項目以上
（非正社員がいる場合は必ずAを含むこと）、中小企業は１項
目以上の実績を有すること

A 女性の非正社員から正社員への転換（派：雇入れ）
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の
転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

【達成！（Ａ、Ｂ、D）】

平成27～29年度実績
（中小企業は１項目以上の実績が必要）

Ａ　通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ
　　2名
B　キャリアアップに資するような雇用管理区分間の
転換
　　1名
D　30歳以上の女性を通常の労働者として中途採用
　　1名

えるぼし認定基準達成状況≪丸文通商株式会社≫

別添１









 









 





 







女性活躍推進法に基づく

「一般事業主行動計画策定届」届出状況 および 認定状況

石川労働局 雇用環境・均等室

１．一般事業主行動計画策定届提出状況 平成３０年８月末現在

届出企業合計 １７０社
うち常時雇用する労働者数 ３０１人以上企業

３００人以下企業
１４８社
２２社

常時雇用する労働者数 ３０１人以上企業の届出率 １００．０％ １４８社/１４８社

２．法第９条に基づく「えるぼし」認定企業

認定企業数・・・・・４社

◆ 認定企業数

◆ 認定企業名

参考

認定企業名 段階 所在地（市町村）

ＰＦＵテクニカルコミュニケーションズ 株式会社 ★★★ かほく市

株式会社 ドコモＣＳ北陸 ★★★ 金沢市

ニッコー株式会社 ★★★ 白山市

丸文通商株式会社 ★★ 金沢市

参考 全国の一般事業主行動計画策定届の届出率（平均）及び認定の状況(平成３０年６月末現在）

労働者数 ３０１人以上企業 ３００人以下企業

行動計画策定届出率 ９８．１％ １５，９８３社 /  １６，２８９社 ４，７１１社

認定状況（認定段階３） ３０８社 １０８社

認定状況（認定段階２） １７３社 ３９社

認定状況（認定段階１） ２社 ０社
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